
「洗濯機の脱水槽事件」 

知財高裁平成２５年（行ケ）第１０１２１号事件（平成２５年１１月２８日判

決） 

 

＜キーワード＞ 

明確性、発明の技術的意義 

 

＜内容＞ 

発明の技術的意義や特許請求の範囲に記載された発明特定事項を検討する際

に，明細書の発明の詳細な説明に記載された構成だけではなく，発明の目的，

課題及び効果を参酌することも当然に許されるのであって，参酌する範囲を構

成に関する記載に限定する合理的理由はない。 

 

＜抜粋＞ 

特許請求の範囲の記載において特定された「フィルタ部材の上下の全長」に

対して「充分に小さな寸法の隙間をバランスリング又は底板との間に余す」構

成の技術的意義については，特許請求の範囲の記載からは明らかではないから，

その技術的意義を明らかにするために本件明細書の記載を参酌することは，特

定された構成の説明を本件明細書の記載に求めるにすぎず，当然に許容される。 

 

そこで，以下，本件明細書の記載を参酌して，明確性の要件を検討するが，

上記構成の技術的意義が特許請求の範囲の記載のみでは一義的に理解すること

ができないからといって，直ちに明確性の要件を充足しないとはいえない。 

 

原告は，本件明細書における発明の効果に関する記載から本件発明の構成を

想定することは，解決課題から解決手段を想定することに等しく，解決手段を

開示することによって特許を得るという特許法の論理に反すると主張する。 

しかしながら，発明の技術的意義は，その構成自体だけでなく，作用等も考

慮して定められるものであるから，発明の技術的意義や特許請求の範囲に記載

された発明特定事項を検討する際に，明細書の発明の詳細な説明に記載された

構成だけではなく，発明の目的，課題及び効果を参酌することも当然に許され

るのであって，参酌する範囲を構成に関する記載に限定する合理的理由はない。 


